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   八王子市保育園条例の一部を改正する条例 

 八王子市保育園条例（昭和２５年八王子市条例第６号）の一部を次のように改

正する。 

  
改 正 後 改 正 前 

 （定員）  （定員） 

第６条 保育園の定員は、八王子市児童福祉

施設の設備及び運営の基準に関する条例

（平成２６年八王子市条例第 号）第３４

条の規定に基づき算定するものとする。 

第６条 保育園の定員は、東京都児童福祉施

設の設備及び運営の基準に関する条例（平

成２４年東京都条例第４３号）第４１条の

規定によつて定める。 

  

  
 附 則 

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 



 

 


